
 

１．件 名：玄海原子力発電所及び川内原子力発電所設置変更許可申請（標準応

答スペクトル1の規制への取り入れ）に係る資料提出 

２．日 時：令和５年１１月７日 １３時３０分～１３時３５分 

３．場 所：原子力規制庁内会議室 

４．出席者 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム）  担当者２名 

 

九州電力株式会社：      担当者１名 

 

５．要 旨 

（１）九州電力株式会社から、玄海原子力発電所及び川内原子力発電所の設置変

更許可申請（標準応答スペクトルの規制への取り入れ）に係る資料が提出

された。 

 

６．その他 

提出資料： 

（１）玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 標準応答スペクトルの規制への取り

入れに伴う改正規則等への適合性について（ＧＳｓ－１－２） 

（２）玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 標準応答スペクトルの規制への取り

入れに伴う改正規則等への適合性について 伊方発電所３号炉との比較

表（ＧＳｓ－１（比較）－２） 

（３）玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 標準応答スペクトルの規制への取り

入れに伴う設置変更許可申請書の変更要否の整理（ＧＳｓ－２－３） 

（４）玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 標準応答スペクトルの規制への取り

入れに伴う設置変更許可申請書の変更要否の整理について 伊方発電所

３号炉との比較表（ＧＳｓ－２（比較）－２） 

（５）玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置許可基準規則等への適合性につ

いて（原子力事業者の技術的能力）＜補足説明資料＞（ＧＳｓ－３－２） 

（６）玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置許可基準規則等への適合性につ

いて（原子力事業者の技術的能力）＜補足説明資料＞ 伊方発電所３号炉

との比較表（ＧＳｓ－３（比較）－１） 

（７）玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 変更後における発電用原子炉施設の

保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 

補足説明資料（ＧＳｓ－４－１） 

（８）玄海原子力発電所の発電用原子炉の設置変更（３号及び４号発電用原子炉

 
1 「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」の検討結果において「震源を特定

せず策定する地震動（全国共通）」として取りまとめた標準応答スペクトルをいう。 



 

施設の変更）に係る原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号（平和

目的）基準への適合について（ＧＳｓ－５－０） 

（９）玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 発電用原子炉設置変更許可申請書比

較表（震源を特定せず策定する地震動）（本文五号、経理的基礎、添付書類

五、添付書類八）（ＧＳｓ－７－１） 

（１０）川内原子力発電所１号炉及び２号炉 標準応答スペクトルの規制への取

り入れに伴う改正規則等への適合性について（ＳＳｓ－１－１） 

（１１）川内原子力発電所１号炉及び２号炉 標準応答スペクトルの規制への取

り入れに伴う改正規則等への適合性について 伊方発電所３号炉との比

較表（ＳＳｓ－１（比較）－２） 

（１２）川内原子力発電所１号炉及び２号炉 標準応答スペクトルの規制への取

り入れに伴う設置変更許可申請書の変更要否の整理（ＳＳｓ－２－２） 

（１３）川内原子力発電所１号炉及び２号炉 標準応答スペクトルの規制への取

り入れに伴う設置変更許可申請書の変更要否の整理について 伊方発電

所３号炉との比較表（ＳＳｓ－２（比較）－２） 

（１４）川内原子力発電所１号炉及び２号炉 設置許可基準規則等への適合性に

ついて（原子力事業者の技術的能力）＜補足説明資料＞（ＳＳｓ－３－２） 

（１５）川内原子力発電所１号炉及び２号炉 設置許可基準規則等への適合性に

ついて（原子力事業者の技術的能力）＜補足説明資料＞ 伊方発電所３号

炉との比較表（ＳＳｓ－３（比較）－１） 

（１６）川内原子力発電所１号炉及び２号炉 変更後における発電用原子炉施設

の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 

補足説明資料（ＳＳｓ－４－１） 

（１７）川内原子力発電所の発電用原子炉の設置変更（３号及び４号発電用原子

炉施設の変更）に係る原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号（平

和目的）基準への適合について（ＳＳｓ－５－０） 

（１８）川内原子力発電所１号炉及び２号炉 発電用原子炉設置変更許可申請書

比較表（震源を特定せず策定する地震動）（本文五号、経理的基礎、添付書

類五、添付書類八）（ＳＳｓ－７－１） 

（１９）玄海原子力発電所３号機及び４号機 標準応答スペクトルの規制への取

り入れに伴う設置変更許可申請書の変更要否の整理（機密情報記載箇所抜

粋）（ＧＳｓ－２－３（参考））（非公開） 

（２０）玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 設置許可基準規則等への適合性に

ついて（原子力事業者の技術的能力）＜補足説明資料＞（ＧＳｓ－３－２

（参考））（非公開） 

（２１）玄海原子力発電所３号炉及び４号炉 発電用原子炉設置変更許可申請書

比較表（震源を特定せず策定する地震動）（本文五号、経理的基礎、添付書

類五、添付書類八）（ＧＳｓ－７－１（参考））（非公開） 



 

（２２）川内原子力発電所１号機及び２号機 標準応答スペクトルの規制への取

り入れに伴う設置変更許可申請書の変更要否の整理（機密情報記載箇所抜

粋）（ＳＳｓ－２－２（参考））（非公開） 

（２３）川内原子力発電所１号炉及び２号炉 設置許可基準規則等への適合性に

ついて（原子力事業者の技術的能力）＜補足説明資料＞（ＳＳｓ－３－２

（参考））（非公開） 

（２４）川内原子力発電所１号炉及び２号炉 発電用原子炉設置変更許可申請書

比較表（震源を特定せず策定する地震動）（本文五号、経理的基礎、添付書

類五、添付書類八）（ＳＳｓ－７－１（参考））（非公開） 

 

※ 提出資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第５条に定める

不開示情報を含むため、平成２９年４月２６日原子力規制委員会「特定重

大事故等対処施設に係る工事計画の審査の進め方について」の趣旨を踏ま

え、非公開とします。 

 

以上

 


